
〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

法
華
寺
・
徳
治
二
年
銘
《
菜
桶
》（
個
人
蔵
）
に
つ
い
て

�

―
根
来
塗
研
究
の
基
礎
と
し
て
―

菊　

地　

泰　

子

は
じ
め
に

令
和
元
年
秋
、
大
阪
市
立
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
の
一
つ
と
し
て
「
う
る

わ
し
漆
椀 

朱
・
黒
」
を
開
催
し
た
。
同
展
の
準
備
に
あ
た
り
、
館
蔵
・
寄
託

品
を
調
査
す
る
過
程
で
生
じ
た
「
根ね

来ご
ろ

塗ぬ
り

と
は
何
か
？
」
と
い
う
筆
者
の
問
題

意
識
に
本
稿
は
端
を
発
す
る
。
調
査
対
象
作
品
の
う
ち
、
個
人
蔵
の
菜
桶
【
カ

ラ
ー
口
絵
（
】
は
、
こ
れ
ま
で
も
当
館
で
展
示
さ
れ
て
き
て
お
り
、
い
わ
ゆ

る
根
来
塗
と
し
て
解
説
さ
れ
て
き
た（

１
）。

本
品
と
同
じ
く
「
法
華
寺
」「
徳
治
二

年
」
銘
を
有
す
る
類
品
は
三
件
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
一
件
は
文
化
庁
蔵

の
重
要
文
化
財
《
根
来
塗
菜
桶
》
で
あ
り
、
ほ
か
に
京
都
・
細
見
美
術
館
蔵
の

重
要
美
術
品
《
菜
桶
》、
個
人
蔵
《
菜
桶
》
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
根
来
塗
を
語

る
う
え
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

一
般
に
根
来
塗
ま
た
は
根
来
と
称
さ
れ
る
も
の
は
、
堅
牢
な
下
地
を
ほ
ど
こ

し
た
木
胎
に
黒
漆
の
中
塗
り
と
し
て
、
朱
漆
を
上
塗
り
し
て
で
き
た
朱
漆
塗
の

漆
器
（
朱
漆
器
と
も
）
を
さ
す（

２
）。
か
つ
て
中
世
大
寺
院
の
一
つ
で
あ
っ
た
根ね

来ご
ろ

寺で
ら

（（
３
）現

在
の
和
歌
山
県
岩
出
市
）
一
山
内
で
良
質
の
朱
漆
器
が
生
産
さ
れ
て

い
た
た
め
、
こ
の
名
が
つ
い
た
と
い
う（

４
）。

今
で
は
「
根
来
に
根
来
無
し
」
の
譬た
と

え
が
あ
る
よ
う
に
、
寺
院
内
で
製
作
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
伝
来
の
確
か

な
「
根
来
塗
」
は
、
底
裏
に
「
細
工
根
来
寺
重
宗（

５
）
」
の
朱
漆
銘
が
あ
る
、
茨

城
・
六
地
蔵
寺
の
布
薩
盥
（
重
要
文
化
財
） 

を
除
い
て
ほ
か
に
な
い
。
同
寺
は

関
東
に
お
け
る
真
言
宗
の
本
山
と
し
て
の
寺
格
を
も
つ
。
一
方
、
根
来
寺
は
新

義
真
言
宗
の
総
本
山
で
あ
り
、
同
寺
の
工
人
が
製
作
し
た
こ
と
の
明
ら
か
な

「
根
来
塗
」、
そ
の
成
立
時
期
や
生
産
体
制
、
宗
派
を
超
え
た
流
通
経
路
等
は
詳

ら
か
で
な
い
こ
と
が
多
く
、
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
現
状
、
根
来
寺
で

生
産
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
朱
漆
器
が
五
指
に
満
た
な
い
中
で
、「
根
来
塗
」
の

特
色
を
述
べ
る
こ
と
も
叶
わ
な
い
。

ま
た
黒
漆
の
地
に
朱
漆
を
ほ
ど
こ
し
た
朱
漆
器
は
、
中
世
に
限
ら
ず
、
か
つ

根
来
寺
以
外
で
も
作
ら
れ
て
き
て
お
り
、
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
漆
器
の
う
ち

飲
食
器
具
や
仏
具
、
神
饌
具
等
に
も
よ
く
み
ら
れ
る（

６
）。

一
見
し
て
同
様
の
技
法

を
用
い
る
作
例
は
銘
の
有
無
や
出
来
栄
え
の
優
劣
に
関
わ
ら
ず
、
非
常
に
多
く

存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
朱
漆
器
を
し
て
一
概
に
「
根
来
塗
」
と
す
る
に
は
確

た
る
証
拠
た
り
得
ず
、
何
を
も
っ
て
「
根
来
塗
」
と
み
な
す
か
と
い
う
定
義
付

け
を
も
難
し
く
し
て
い
る（

７
）。

そ
こ
で
今
一
度
、
根
来
塗
を
代
名
詞
と
す
る
朱
漆

器
全
般
に
立
ち
返
り
、
こ
の
う
ち
伝
来
や
所
在
、
銘
の
判
明
し
て
い
る
も
の
を
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中
心
に
と
り
あ
げ
、
根
来
塗
の
片
鱗
を
探
る
こ
と
に
し
よ
う
。

本
稿
で
紹
介
す
る
個
人
蔵
の
菜
桶
も
ま
た
一
連
の
朱
漆
器
に
含
ま
れ
る
も
の

で
、
底
裏
に
銘
文
が
記
さ
れ
る
。
研
究
誌
上
で
は
具つ

ぶ
さに

論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
と
は
い
え
、
当
館
で
は
そ
の
資
料
性
の
高
さ
に
注
目
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

開
催
期
間
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
か
、
展
示
そ
の
も
の
が
人
口
に
膾
炙
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
展
示
を
終
え
た
今
、
先
の
調
査
で
得
ら
れ
た
成
果

を
元
に
、
類
品
等
と
の
比
較
を
交
え
な
が
ら
、
本
菜
桶
の
構
造
や
材
質
技
法
を

中
心
に
述
べ
る
こ
と
で
、
広
く
江
湖
の
叱
正
を
賜
る
と
と
も
に
今
後
の
根
来
塗

研
究
の
手
掛
か
り
と
し
た
い
。

一
、
作
品
の
概
要

こ
こ
で
は
菜
桶
の
高
い
資
料
性
を
鑑
み
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
得
た
作
品
画

像
の
掲
載
と
菜
桶
に
関
す
る
作
品
詳
述
を
行
う
。

　
《
菜
桶
》　　

一
口　
　
　
　

個
人
蔵�

【
カ
ラ
ー
口
絵
（
・
（
】

　
　

鎌
倉
時
代
・
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）

　
　

木
胎
漆
塗

　
　

底
裏
朱
漆
銘
「
菜
桶
廿
四
□
□
□
／
法
華
寺
常
住
／
徳
治
二
年
□
□
□
」

　
　

胴
径
：
三
三
・
二　

総
高
：
二
五
・
七
（㎝
）

木
製
円
筒
形
、
胴
部
上
下
に
箍た

が

を
め
ぐ
ら
せ
て
、
提
げ
手
を
も
う
け
た
容
器
。

総
体
黒
漆
塗
の
地
と
し
た
う
え
に
、
箍
の
上
下
と
提
げ
手
の
面
取
部
分
と
に
そ

れ
ぞ
れ
朱
漆
塗
を
ほ
ど
こ
す
。
全
体
的
に
漆
の
表
面
に
は
細
か
い
断
文
が
走
り

【
図
1
～
（
】、
時
代
性
を
物
語
る
。
底
裏
は
漆
の
剥
落
に
と
も
な
い
朱
漆
銘
の

判
読
で
き
な
い
箇
所
が
あ
る
が
、「
法
華
寺
」「
徳
治
二
年
」
の
銘
文
が
読
み
取

れ
る
【
図
5
】。
朱
漆
銘
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
を
「
菜
桶
」
と
称
す
る
こ
と
が

わ
か
る
【
図
6
】。
菜
桶
と
は
、
寺
院
で
食
材
を
入
れ
て
持
ち
運
ぶ
、
給
仕
用

の
手
桶
と
い
う（

８
）。

飲
食
器
具
と
し
て
用
い
ら
れ
た
朱
漆
器
は
、
京
都
・
西
本
願

寺
蔵
「
慕
帰
絵
詞
」、
文
化
庁
や
東
京
・
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
蔵
「
酒
飯
論
絵

巻
」
と
そ
の
模
本
・
版
本
等
に
よ
く
求
め
ら
れ
る
。
ほ
か
に
京
都
・
大
徳
寺
蔵

「
五
百
羅
漢
図
」
で
は
、
僧
侶
の
食
事
に
際
し
て
給
仕
用
の
飲
食
器
具
を
運
び

込
む
行
者
た
ち
の
姿
が
描
か
れ
る
。
一
人
の
行
者
の
右
手
に
、
菜
桶
に
似
た
容

器
が
提
が
っ
て
い
る
ほ
か
、
飯
台
の
真
下
に
も
こ
れ
と
よ
く
似
た
容
器
が
置
か

れ
る
。
こ
れ
ら
の
桶
は
菜
桶
と
判
断
さ
れ
て
お
り
、
寺
院
の
給
仕
に
使
用
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
指
摘
が
あ
る（

９
）。
本
品
も
例
に
漏
れ
ず
、
給
仕
の
用
途
で

使
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
底
裏
は
打
痕
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
見
受
け
ら
れ
、
漆

が
剥
落
し
て
い
る
【
図
5
】。
日
常
的
に
供
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
品
の
提
げ
手
は
雲
形
の
曲
線
を
描
き
、
そ
の
付
け
根
に
鍬
形
状
の
刳
り
込

み
を
ほ
ど
こ
す
。
わ
が
国
に
将
来
さ
れ
た
唐
物
の
影
響
が
看
取
さ
れ
る
。
雲
形

の
提
げ
手
は
多
少
か
た
ち
を
変
え
な
が
ら
も
、
現
存
す
る
湯ゆ

桶と
う

に
よ
く
み
ら
れ

る
。
本
品
に
も
と
も
と
蓋
が
つ
い
て
い
た
か
ど
う
か
、
来
歴
や
由
緒
に
関
す
る

資
料
や
附
属
品
が
見
当
た
ら
ず
、
定
か
で
は
な
い
。
菜
桶
に
は
蓋
を
と
も
な
う

遺
例）

（1
（

が
僅
か
に
あ
り
、
蓋
な
し
と
二
種
類
あ
っ
た
か
と
い
う
指
摘
が
あ
る）

（（
（

。
改

め
て
本
品
を
み
る
と
、
蓋
を
も
う
け
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
提
げ
手
付
け
根

の
外
側
は
黒
く
、
艶
を
感
じ
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
内
側
は
茶
色
く
枯
れ
、
若

干
摩
耗
し
て
や
わ
ら
か
い
印
象
を
宿
し
て
お
り
、
黒
漆
の
色
味
や
艶
に
差
の

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
【
カ
ラ
ー
口
絵
5
】。
ま
た
付
け
根
上
方
の
提
げ
手
か
ら

鍬
形
状
の
刳
り
込
み
に
か
け
て
、
付
け
根
外
側
と
同
様
に
黒
く
艶
や
か
で
あ

る
。
勿
論
、
提
げ
手
に
は
手
擦
れ
が
生
じ
て
お
り
、
朱
漆
が
か
す
れ
て
い
る
が
、
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下
層
に
み
る
黒
漆
は
艶
や
透
明
感
を
放
つ
【
カ
ラ
ー
口
絵
（
・
図
7
】。
一
方
、

付
け
根
内
側
は
透
明
感
や
艶
を
失
い
、
提
げ
手
や
付
け
根
外
側
の
黒
漆
と
は
異

な
る
様
相
を
呈
す
る
【
カ
ラ
ー
口
絵
5
】。
つ
ま
り
、
付
け
根
内
側
に
み
る
摩

耗
の
跡
や
漆
の
状
態
を
、
堅
い
も
の
が
繰
り
返
し
当
た
っ
て
生
じ
た
も
の
と
考

え
る
な
ら
ば
、
本
品
に
蓋
が
添
っ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る）

（1
（

。

二
、
年
紀
銘
に
つ
い
て

本
品
は
、
そ
の
来
歴
の
手
掛
か
り
と
な
る
よ
う
な
、
保
存
箱
の
類
や
附
属

品
は
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
菜
桶
が
「
法
華
寺
」
か
ら
流
出
し
た
経
緯
を

知
る
術
は
な
い
。
は
じ
め
に
述
べ
た
通
り
、「
法
華
寺
」「
徳
治
二
年
」
銘
を

有
す
る
類
品
は
三
件
確
認
さ
れ
て
い
る
。
う
ち
一
件
は
文
化
庁
蔵
《
根
来
塗

菜
桶
》（
重
要
文
化
財
）
で
あ
り
、
ほ
か
に
細
見
美
術
館
蔵
と
既
出
の
個
人
蔵

《
菜
桶
》
が
あ
る
。
河
田
氏
は
そ
の
論
著
の
中
で
こ
れ
ら
菜
桶
を
年
表
に
と
り

あ
げ
「
菜
桶
他
に
二
口
あ
り
諸
家
分
蔵）

（1
（

」
と
指
摘
さ
れ
る
。
ほ
か
に
銘
文
を
も

つ
作
例
は
僅
か
に
存
在
し
て
お
り
、
年
紀
銘
や
伝
承
等
が
明
確
で
、
先
行
研
究

で
比
較
的
よ
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
菜
桶
を
あ
わ
せ
て
一
覧
化
す
る
と
、
次
表
の

通
り
五
指
に
余
る
。
№
1
・
（
は
上
下
二
段
に
め
ぐ
ら
せ
た
箍
を
胴
に
締
着
さ

せ
、
箍
の
間
と
堤
げ
手
を
黒
漆
塗
と
す
る
。
見
込
み
は
朱
漆
と
す
る
。
№
（
は

お
そ
ら
く
後
補
の
漆
塗
の
た
め
に
、
朱
漆
が
看
取
さ
れ
な
い
が
、
提
げ
手
の
刳

り
込
み
、
花
形
は
№
1
・
（
・
（
そ
れ
ぞ
れ
近
似
す
る
。
奈
良
・
東
大
寺
に
伝

№

指
定

所
蔵

時
代

銘
記

法
量
（
径
×
高㎝
）

1

重
要
文
化
財

文
化
庁

徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）

底
裏
朱
漆
先
銘
「
菜
桶
廿
四
口
之
内
／
□
華
寺
常
住
／
徳
治
二
年
七
月
日
」

底
裏
朱
漆
後
銘
「
天
文
三
年
甲午
／
□
（
招
カ
）提
寺
□（
西
方
院
カ
）

□
□ 

□
（
逆
カ
）修
方
／
三
月
十
六
日
」

三
三
・
四
×
二
四
・
五

（

重
要
美
術
品

京
都
・
細
見
美
術
館

同
右

底
裏
朱
漆
銘
「
菜
桶
廿
四
口
之
内
／
徳
治
二
年
七
月
日
」

三
三
・
三
×
二
五
・
五

（

同
右

底
裏
朱
漆
銘
「
菜
桶
廿
四
口
之
内
／
法
華
寺
常
住
／
徳
治
二
年
七
月
日
」

三
三
・
二
×
二
四
・
〇

（

同
右

底
裏
朱
漆
銘
「
菜
桶
廿
四
□
□
□
／
法
華
寺
常
住
／
徳
治
二
年
□
□
□
」

三
三
・
二
×
二
五
・
七

5

奈
良
・
東
大
寺

応
永
二
年
（
一
三
九
五
）

底
裏
朱
漆
銘
「
故
物
云
／
應
永
二
乙亥
七
月
日
新
調
之
／
破
損
之
間
令
再
興

／
東
大
寺
／
戒
壇
院　

九
之
内
／
慶
安
四
辛卯
十

月
吉
日
／
年
預
浄
慶
／
塗
師
久
作
」

胴
朱
漆
銘
「
戒
壇
院
／
十
之
内
」

三
三
・
三
×
二
五
・
四

6

同
右

底
裏
朱
漆
銘
「
故
物
云
／
應
永
二
乙亥
七
月
日
新
調
之
／
破
損
之
間
令
再
興

／
戒
壇
院　

九
之
内
／
慶
安
四
辛卯
十
月
吉
日
／

奉
行
浄
慶
／
塗
師
久
作
」

胴
朱
漆
銘
「
戒
壇
院
／
十
之
内
」

三
四
・
二
×
二
五
・
三

7

同
右

底
裏
朱
漆
銘
「
故
物
云
／
應
永
二
乙亥
七
月
日
新
調
之
／
堆
然
破
損
之
間
令
再
興

／
東
大
寺
□
□
院　

九
之
内
／
（
慶
安
四

辛卯
十
月
吉
日
）／
奉
行
浄
慶
／
塗
師
久
作
」

三
三
・
八
×
二
四
・
六

※
河
田
貞「
作
品
目
録
」（
前
掲
註
1
『
根
来
』一
九
八
五
）、『
朱
漆 

根
来 

中
世
に
咲
い
た
華
』（
同
註
図
録 

二
〇
一
三
）、川
畑
憲
子「
漆
塗
菜
桶
」（
同
註『
國
華
』二
〇
一
四
）を
参
考
に
、今
回
新
紹
介
の
菜
桶（
本
表
№
1
）を
含
め
て
作
成
。

表　

菜
桶
一
覧

─ （（ ─



来
し
た
応
永
二
年
銘
の
菜
桶
（
№
5
）
は
二
口
あ
り
、
胴
側
面
の
「
戒
壇
院
／

十
之
内
」
か
ら
所
在
が
知
ら
れ
る
。
荒
川
氏
に
よ
る
と
、
№
5
と
ほ
ぼ
同
銘
の

№
6
に
み
る
応
永
二
年
新
調
の
桶
を
慶
安
四
年
に
修
理
し
た
旨
を
示
す
銘
文
中

に
「
九
之
内
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
再
興
し
た
と
き
に
は
十
口
の
う
ち
一
口
が

既
に
欠
け
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
加
え
て
、
河
田
氏
に
よ
る
と
№
5
は
提
げ
手

の
付
け
根
部
分
、
刳
り
込
み
の
形
状
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
が
同
じ
く
応
永
二

年
銘
を
も
つ
菜
桶
（
№
6
）
と
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
同
時
の
作
と
い
わ
れ
る）

（1
（

。

ま
た
氏
に
よ
れ
ば
、
№
6
の
ほ
か
№
7
も
東
大
寺
蔵
の
菜
桶
（
№
5
）
と
ま
っ

た
く
同
銘
の
も
の
（
た
だ
し
年
預
で
な
く
奉
行
浄
慶
）
で
、
他
家
に
分
蔵
さ
れ

て
い
る
と
い
う
。
塗
り
や
提
げ
手
の
刳
り
込
み
、
銘
の
書
き
振
り
、
そ
し
て
法

量
が
概
ね
一
致
し
て
い
る
た
め
、
同
時
の
作
と
判
断
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
管
見

の
限
り
、
漆
工
品
は
一
揃
い
で
あ
っ
て
も
一
つ
ず
つ
表
情
が
異
な
り
、
細
部
の

作
り
込
み
に
若
干
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
判
断
は
妥
当
と
い
え
る
。

こ
こ
で
は
、
題
に
掲
げ
た
菜
桶
の
年
紀
銘
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
お
り
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
複
数
の
作
例
に
つ
い
て
概
観
し
た
だ
け

に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
所
在
や
時
代
を
異
に
し
な
が
ら
、
各
菜
桶
の
器
形
や
技
法

は
徳
治
二
年
銘
の
も
の
を
概
ね
踏
襲
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
実
際
、
法
華

寺
の
菜
桶
に
倣
っ
た
と
い
う
謂
れ
は
な
い
が
、
寺
院
の
什
器
に
一
定
の
規
格
の

あ
っ
た
こ
と
が
推
し
て
知
ら
れ
る
。
寺
院
で
の
唐
物
需
要
と
、
そ
こ
か
ら
の
唐

様
式
、
折
衷
様
式
、
和
様
式
と
い
う
お
お
よ
そ
三
つ
の
分
類）

（1
（

を
念
頭
に
置
い
て
、

時
代
の
傾
向
や
器
物
の
流
行
を
考
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

改
め
て
法
華
寺
・
徳
治
二
年
銘
を
も
つ
本
品
（
№
（
）
と
№
1
・
（
・
（
の

菜
桶
を
み
て
み
よ
う
。
寺
院
銘
の
な
い
№
（
は
、
東
大
寺
に
伝
来
し
た
と
い

う）
（1
（

。
こ
の
説
明
に
従
う
な
ら
ば
、
法
華
寺
の
所
在
が
わ
か
る
菜
桶
は
、
本
品
と

№
1
・
（
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
そ
の
銘
文
で
、
本
品
の
底
裏
朱

漆
銘
は
漆
の
剥
落
に
と
も
な
い
、
完
全
に
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
№

1
・
（
の
銘
文
の
存
在
か
ら
「
菜
桶
廿
四
口
之
内
／
法
華
寺
常
住
／
徳
治
二

年
七
月
日
」
と
想
像
さ
れ
る
が
、
朱
漆
銘
の
断
片
を
み
る
限
り
、
文
字
の
繋

が
り
は
不
明
で
あ
り
、
同
月
の
作
と
判
断
す
る
の
は
現
時
点
で
は
難
し
い
。
銘

文
か
ら
は
少
な
く
と
も
各
菜
桶
が
徳
治
二
年
の
段
階
で
法
華
寺
の
什
器
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
法
華
寺
の
由
緒
や
事
歴
に
つ
い
て
は
先
学
諸
氏
の
研
究
に

よ
り
、
総
国
分
寺
で
あ
る
東
大
寺
に
対
し
て
、
総
国
分
尼
寺
と
し
て
役
割
を
果

た
し
て
き
た
歴
史
が
知
ら
れ
、
叡え

い

尊そ
ん

（
一
二
〇
一
～
九
〇
）
の
戒
律
復
興
に
と

も
な
い
中
興
し
た
こ
と
等
は
『
法
華
寺
縁
起
類
』
は
じ
め
歴
史
資
料
に
記
録
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
時
代
後
期
よ
り
し
ば
ら
く
の
間
、
真
言
律
宗
の
門
跡
寺

院
と
し
て
あ
っ
た
同
寺
で
菜
桶
と
し
て
供
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た
だ

し
、
№
1
菜
桶
は
「
招
提
寺
」「
天
文
三
年
」
の
後
銘
が
あ
る
か
ら
、
は
じ
め

№
（
・
（
と
と
も
に
法
華
寺
で
供
さ
れ
た
の
ち
、
律
宗
総
本
山
の
唐
招
提
寺
へ

移
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

限
ら
れ
た
所
見
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
分
蔵
と
い
わ
れ
て
き
た
菜
桶
を
結

び
つ
け
る
考
察
が
極
め
て
少
な
か
っ
た
状
況
か
ら
、
前
進
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

考
え
る
。
鎌
倉
時
代
に
寺
院
で
供
さ
れ
た
什
器
の
一
つ
の
姿
を
示
し
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
朱
漆
器
を
分
類
比
較
し
て
根
来
塗
の
諸
相
を
探
る
う
え
で
、
本
品
の

存
在
は
極
め
て
重
要
に
な
る
。
今
後
は
本
品
の
来
歴
を
叡
尊
教
団
の
社
会
活
動

や
南
都
律
宗
寺
院
の
動
向
を
も
考
慮
し
て
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る）

（1
（

。

お
わ
り
に

明
治
四
十
一
年
、
国
内
で
初
め
て
根
来
を
テ
ー
マ
と
す
る
展
覧
会
が
奈
良
帝

室
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た）

（1
（

。
今
か
ら
百
十
五
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
爾
来
、
国

─ （（ ─



内
外
で
根
来
の
展
示
が
催
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
ま
ず
根
来
と
称
す
る
も
の
の
、

そ
の
姿
の
美
し
さ
や
余
計
な
装
飾
を
極
力
削
ぎ
落
し
た
荘
重
な
た
た
ず
ま
い
は

人
々
を
魅
了
し
、
人
気
を
博
し
て
き
た
。
根
来
の
瓶
子
や
折
敷
等
は
茶
事
で
客

人
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
も
い
る
。
と
こ
ろ
が
い
ざ
「
根
来
塗
と
は
何
か
？
」
を

考
え
る
と
き
、
古
い
朱
漆
器
全
般
は
根
来
塗
、
根
来
と
い
う
名
で
一
括
り
に
さ

れ
て
、
独
り
歩
き
し
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
根
来
塗
の
間
口
は
広
く
、
代
表
例

を
見
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
印
象
を
抱
い
た
。
近
年
、
各
地
で
出
土
漆

器
が
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
漆
器
の
生
産
・
流
通
の
背
景
に
あ
る
寺

院
ま
た
は
個
人
の
動
向
ま
で
は
さ
ほ
ど
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が

実
情
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
目
覚
ま
し
い
成
果
を
得
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、

以
前
よ
り
も
銘
文
や
所
在
先
に
踏
み
込
ん
で
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

堅
牢
で
重
厚
な
作
り
が
特
色
の
一
つ
と
い
わ
れ
る
根
来
塗
。
こ
の
重
さ
も
調

査
項
目
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
今
後
は
、
重
量
計
測
を
も
含
め
た
記

録
・
比
較
分
類
を
と
も
な
う
こ
と
も
必
至
で
あ
ろ
う
。
全
国
各
地
に
は
ま
だ
根

来
塗
ま
た
は
根
来
と
称
す
る
朱
漆
器
が
眠
っ
て
い
る
は
ず
で
、
そ
れ
ら
を
探

索
・
調
査
し
て
い
き
、
さ
ら
に
詳
細
な
研
究
報
告
を
行
い
た
い
。

註1�

大
阪
市
立
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
「
堆
朱
・
鎌
倉
彫
・
根
来
」（
二
〇
一
五
）
で
は

《
根
来 

菜
桶
》（
鎌
倉
時
代 

法
華
寺 

徳
治
二
年
銘
）
と
《
根
来 

菜
桶
》（
室
町
時
代 

十
五
世
紀
）
等
が
出
品
さ
れ
、
土
井
久
美
子
前
担
当
学
芸
員
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。

（�

根
来
の
情
報
は
、
岡
田
譲
「
根
来
塗
に
つ
い
て
」（『
三
彩
』
九
七 

造
形
芸

術
研
究
所
出
版
部 

一
九
五
八
）、
荒
川
浩
和
「
紀
年
銘
根
来
塗
に
つ
い
て
」

（『
M
U
S
E
U
M
』
九
二 

東
京
国
立
博
物
館 

一
九
五
八
）、
吉
野
富
雄
「
根
来
器
所

感
」・
溝
口
三
郎
「
根
来
塗
に
つ
い
て
」（『
根
来
』
熱
海
美
術
館 

一
九
六
六
）、
河

田
貞
『
根
来
塗
』
日
本
の
美
術
一
二
〇
（
至
文
堂 

一
九
七
六
）、
河
田
貞
『
根
来
』

（
紫
紅
社 

一
九
八
五
）、『
根
来
寺
坊
院
跡
』（
和
歌
山
県
教
育
委
員
会
、
和
歌
山
県
文

化
財
セ
ン
タ
ー 

一
九
九
四
）、
北
野
信
彦
『
近
世
出
土
漆
器
の
研
究
』（
吉
川
弘
文

館 

二
〇
〇
五
）、
小
松
大
秀
「
朱
漆
器
と
『
根
来
塗
』」（『
國
華
』
一
四
二
一 

國
華

編
集
委
員
会 

二
〇
一
四
）、『
朱
漆 

根
来 

中
世
に
咲
い
た
華
』【
図
録
】
M
I
H
O 

M
U
S
E
U
M 

二
〇
一
三
）
を
主
参
考
と
し
た
。

（�

根
来
寺
は
、
新
義
真
言
宗
の
総
本
山
。
十
二
世
紀
前
半
、
覚か
く

鑁ば
ん

上
人
（
一
〇
九
五
～

一
一
四
三
）
が
鳥
羽
上
皇
の
庇
護
の
も
と
、
は
じ
め
高
野
山
上
に
開
創
し
た
の
ち
、

十
三
世
紀
後
半
、
当
時
学
頭
で
あ
っ
た
頼ら
い

瑜ゆ

僧
正
が
拠
点
を
根
来
に
設
け
た
。
中
世

根
来
寺
の
境
内
の
様
子
を
示
す
資
料
と
し
て
「
根
来
寺
伽
藍
古
絵
図
」（
和
歌
山
県
指

定
文
化
財 

江
戸
中
期 

根
来
寺
蔵
）
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
軒
を
連
ね
る
院
家
が
描

か
れ
て
お
り
、
多
く
の
学
僧
を
抱
え
て
隆
盛
を
み
せ
た
一
大
寺
院
の
様
子
を
う
か
が

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ほ
か
に
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
『
日
本
史
』
に
根
来
寺
の
記

載
が
あ
り
、
寺
の
繁
栄
や
根
来
衆
の
生
活
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
勢
力
を
誇
っ

た
根
来
寺
で
あ
っ
た
が
秀
吉
に
警
戒
さ
れ
、
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
紀
州
攻
め

に
遭
う
と
、
大
塔
（
昭
和
二
十
七
年
国
宝
指
定
）、
大
伝
法
堂
、
大
師
堂
（
昭
和
十
六

年
重
要
文
化
財
指
定
）、
大
門
等
を
残
し
て
寺
は
焼
失
し
た
。
そ
の
う
ち
大
伝
法
堂

と
大
門
と
は
秀
吉
勢
に
破
却
、
運
び
去
ら
れ
る
等
し
た
た
め
、
広
い
山
内
に
残
っ
た

建
物
は
大
塔
と
大
師
堂
の
二
棟
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。
根
来
寺
の
再
興
は
江
戸
時

代
・
慶
長
年
間
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

（�

「
根
来
塗
」
の
文
献
上
の
初
出
は
、
黒
川
真
頼
『
工
芸
志
料
』（
明
治
十
一
年
）。
各
地

の
漆
器
を
報
告
す
る
中
で
根
来
寺
の
漆
器
を
根
来
塗
と
記
録
す
る
。
昭
和
期
に
入
る

と
根
来
塗
を
評
価
、
収
集
す
る
活
動
が
流
行
し
、
現
在
の
根
来
塗
の
イ
メ
ー
ジ
が
形

成
さ
れ
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

5�

盥
は
二
対
四
口
あ
り
、
各
底
裏
に
朱
漆
銘
「
細
工
根
来
寺
重
宗
／
六
蔵
寺
二
對
内
／

本
願
法
印
恵
範
」
と
み
え
る
（
前
掲
註
（
図
録 

参
考
作
品
（
参
照
）。
中
世
、
六
地

蔵
寺
を
六
蔵
寺
と
も
呼
ん
で
い
た
と
い
う
（
前
掲
註
（
河
田
一
九
七
六
参
照
）。

6�

縄
文
時
代
に
は
漆
を
加
工
す
る
文
化
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
北
海
道
・
垣
ノ
島

B
遺
跡
を
は
じ
め
、
福
井
・
鳥
浜
貝
塚
、
青
森
・
三
内
丸
山
遺
跡
等
各
地
の
出
土
品

か
ら
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
垣
ノ
島
B
遺
跡
の
漆
製
品
は
約
九
千
年
前
に
遡
る
世

界
最
古
の
も
の
で
、
漆
に
赤
色
顔
料
の
一
種
ベ
ン
ガ
ラ
（
赤
色
酸
化
鉄
）
を
用
い
た

こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（『
南
茅
部
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
団
報
告
書
十
：
垣
ノ
島

B
遺
跡
』
南
茅
部
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
団 

二
〇
〇
二
）。
古
代
以
降
も
漆
は
利
用
さ

れ
続
け
る
が
、
中
近
世
に
か
け
て
漆
製
品
が
一
般
に
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
、
絵
画

資
料
や
文
献
の
ほ
か
、
近
年
の
発
掘
調
査
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
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7�

少
な
く
と
も
江
戸
時
代
に
は
根
来
寺
、
根
来
と
朱
漆
器
と
を
関
連
付
け
て
い
た
こ
と

が
当
時
の
資
料
か
ら
読
み
取
れ
る
。
正
保
元
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
毛
吹
草
』
に
よ
る

と
、
紀
伊
国
の
産
物
と
し
て
「
根
来 

椀 

折
敷
」
と
あ
り
「
昔
寺
繁
昌
之
時
拵
タ
ル

道
具
ト
云
当
時
方
々
ニ
テ
売
買
之
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
根
来
寺
で
産
し

た
朱
漆
器
が
、
江
戸
初
期
の
段
階
で
作
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
名

の
通
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
江
戸
中
期
に
は
『
和
漢
三
才
図
会
』
の
中

で
、
椀
の
代
表
的
生
産
地
と
し
て
根
来
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
親
の
代

の
「
根
来
物
」
に
劣
ら
な
い
く
ら
い
の
、
布
で
補
強
し
て
上
等
な
下
地
を
塗
っ
た
漆

器
（『
御
伽
名
題
紙
衣
』）
と
あ
る
。
後
期
に
は
『
紀
伊
国
名
所
図
会
』
が
根
来
椀
に

触
れ
、
か
つ
て
根
来
寺
や
周
辺
の
村
で
朱
塗
の
椀
や
折
敷
を
製
作
し
て
い
た
と
記
す
。

江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
根
来
寺
の
漆
器
を
評
価
し
て
い
た
こ
と
、
特
に
椀
や
折
敷
を

根
来
寺
と
結
び
付
け
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
頑
丈
で
上
等
な
朱
漆
器
を
さ
す
と
き
根

来
を
基
準
に
語
っ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
確
認
で
き
る
。
根
来
寺
消

滅
後
も
、
そ
の
遺
品
が
諸
所
に
伝
わ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
が
、
六
地
蔵
寺
の
遺
品
が

現
存
唯
一
の
「
根
来
塗
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
容
は
判
然
と
し
な
い
こ
と
が
多
い
。

（�

「
菜
桶
」
の
項
（
前
掲
註
（
図
録
）、「
菜
桶
」
の
項
（『
朱
漆 

根
来 

そ
の
用
と
美
』

【
図
録
】
堺
市
博
物
館 

一
九
八
六
）
参
考
。

（�

西
谷
功
「
泉
涌
寺
に
お
け
る
唐
物
の
受
容
」（『
唐
物
と
は
何
か
』
勉
誠
出
版 

二
〇

二
二
）「（
（
）
給
仕
用
の
漆
器
、
食
後
の
喫
茶
」
に
お
い
て
文
化
庁
蔵
の
菜
桶
と
五

百
羅
漢
図
に
描
か
れ
た
桶
と
を
比
較
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
大
徳
寺
本
「
飯
僧
」

の
図
様
と
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
で
、
円
覚
寺
本
・
東
福
寺
本
の
食
事
場
面
の
画
幅
に
も
、

片
手
に
桶
を
提
げ
た
待
童
の
姿
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
米
沢
玲
「
大
徳
寺
伝
来
五
百

羅
漢
図
に
つ
い
て
」（『
仏
教
芸
術
』
創
刊
号 

中
央
公
論
美
術
出
版 

二
〇
一
八
）。

10�

東
大
寺
戒
壇
院
に
伝
来
し
た
菜
桶
。
蓋
は
黒
漆
に
朱
塗
縁
と
し
、
中
央
に
菊
座
を
据

え
て
、
黒
塗
り
の
切
子
形
つ
ま
み
を
取
り
つ
け
る
（
前
掲
註
（
河
田
一
九
七
六 
第
1（

図 

菜
桶
）。

11�

「
菜
桶
」
の
項
（
前
掲
註
（
図
録
）
参
照

1（�

こ
こ
で
は
什
物
の
姿
を
厳
密
に
写
し
た
か
触
れ
な
い
が
、「
五
百
羅
漢
図
」
を
参
考
に

す
る
な
ら
ば
桶
の
提
げ
手
は
縦
に
間
延
び
し
た
印
象
を
受
け
る
。
本
品
の
提
げ
手
も

ま
た
胴
部
の
立
ち
上
が
り
に
比
し
て
若
干
長
い
。
仮
に
胴
と
提
げ
手
の
中
間
に
蓋
を

も
う
け
る
こ
と
で
、
長
い
提
げ
手
の
印
象
が
薄
れ
、
よ
り
整
っ
た
姿
に
な
り
は
し
ま

い
か
。
直
ち
に
、
持
ち
手
の
長
さ
と
蓋
の
有
無
と
を
結
び
付
け
る
だ
け
の
根
拠
を
持

ち
え
な
い
が
、
用
即
美
と
い
う
観
点
か
ら
、
も
の
の
バ
ラ
ン
ス
や
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン

の
問
題
は
無
視
で
き
な
い
は
ず
で
、
根
来
塗
の
器
形
を
探
る
課
題
の
一
つ
と
し
た
い
。

1（�

前
掲
註
（
河
田
一
九
七
六
参
照

1（�

前
掲
註
（
荒
川
一
九
五
八
・
河
田
一
九
七
六 

第
（1
図 

菜
桶

15�

溝
口
三
郎
氏
が
試
み
た
「
根
来
塗
の
三
様
式
」
で
、
今
日
の
根
来
塗
の
器
物
分
類
に

役
立
て
ら
れ
て
い
る
。（
前
掲
註
（
溝
口
一
九
六
六
）

16�

作
品
解
説
「
第
1（
図 

菜
桶
」
に
「（
前
略
）
東
大
寺
伝
来
。
底
裏
に
『
菜
桶
廿
四
口

之
内　

徳
治
二
年
七
月
日
』
の
朱
漆
銘
を
残
し
て
い
る
。」
と
あ
る
（
前
掲
註
（
河
田

一
九
七
六
）。
の
ち
に
河
田
氏
は
徳
治
二
年
銘
の
菜
桶
三
口
（
本
表
№
1
～
（
）
を

法
華
寺
伝
来
一
具
二
十
四
口
の
う
ち
の
も
の
、
と
も
論
じ
て
い
る
（
前
掲
註
（
『
根

来
』
一
九
八
五
）。
川
畑
憲
子
氏
は
そ
の
論
著
で
「
徳
治
二
年
銘
を
も
つ
法
華
寺
伝
来

の
菜
桶
は
、（
中
略
）
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
も
の
の
ほ
か
に
二
口
」
が
知
ら
れ
「
伝
存

す
る
三
口
の
菜
桶
は
、
ほ
ぼ
同
様
の
つ
く
り
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
（「
漆
塗
菜

桶
」
前
掲
註
（
『
國
華
』
二
〇
一
四
）。
本
稿
で
は
結
論
を
み
な
い
が
、
今
一
度
各
菜

桶
の
来
歴
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

17�

徳
治
二
年
法
華
寺
に
何
か
特
別
の
催
し
が
あ
っ
た
と
い
う
（
前
掲
註
（
吉
野
一
九
六
六
）。

1（�

「
根
來
漆
器
」
展
と
題
し
た
同
展
で
は
遺
品
二
二
七
点
が
展
示
さ
れ
た
と
い
う
（『
根

來
漆
器 

特
別
陳
列
』
奈
良
帝
室
博
物
館 

一
九
〇
八
）。

謝
辞

　

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
ご
所
蔵
者
様
よ
り
画
像
掲
載
の
許
可
を
賜
り
ま
し

た
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ご
所
蔵
者
様
に
は
平
素
よ
り
美

術
館
活
動
に
ご
理
解
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
て
、
こ
こ
に
深
く
感
謝
の
意
を
表

し
ま
す
。
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図 1 　《菜桶》断文（部分）個人蔵

図 3 　同底裏断文（朱漆銘「徳」部分）

図 2 　同断文（部分）

図 4 　同底裏断文（朱漆銘「二」部分）
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図 6 　同底裏（朱漆銘「菜桶」部分）

図 5 　同底裏（朱漆銘部分）　底板は木目がまっすぐ通っているように看取される

図 7 　同提げ手（上端部分）
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